
練馬区では、震度６弱以上の地震が発生した場合、区内10か所の小・中学校に「医療救護所」を

開設し、軽症者の手当等を行います。この活動にご協力いただける看護師の皆さまの事前登録をお待

ちしています。

区内および近隣に在住、在勤の看護師・准看護師の皆さまへ

地震発生から概ね72時間が活動の目安

～ねりまサポートナース（練馬区医療救護所医療従事スタッフ）への事前登録のお願い～

各医療救護所では200人前後の軽症者を処置することが予想されます。

多摩東部直下地震（震度６弱）で想定される区内負傷者数・・・最大3,792人

医療救護所でのケガ人の手当にご協力ください

救護活動までの流れ

登録方法

01

地震発生

震度６弱以上
の地震が発生!!

02

安全確保

ご自身・ご家族の
安全を確保

03

参集

登録者カードを持参し
医療救護所に集合

04

救護活動

ケガ人の手当等
にご協力ください

01

書類用意

本人確認書類
資格証明書の写し
※裏面参照

02

申込
（オンライン・窓口・郵送）

オンライン申請は裏面の
二次元バーコードから入力
申込書は窓口または郵送提出

03

登録完了

２週間程度で
登録完了通知を発送

04

カード受領

登録者カードを受領
※複数人分をまとめて作成する
ため、発行が遅くなる場合あり



１ 活動内容
練馬区で震度６弱以上の地震が発生した際、医療救護所(※1)に集合し、トリアージ(※2)や軽症者の手当
など、医療救護活動に従事していただきます。
※1 原則ご希望の医療救護所を従事場所に指定させていただきます。
※2 患者の重症度に基づいて、治療の優先順位を決定することをいいます。

２ 対象者
保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）に規定する看護師・准看護師で、区内および近隣に在住・
在勤の方。 ※ 就労の有無や経験は問いません。

３ 申込方法
オンライン申請または申込書に必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、下部の担当窓口ご持参いただ

くか、郵送にてご提出ください。
【必要書類】①看護師・准看護師免許の写し

②本人確認ができる書類の写し（例：運転免許証、パスポートなど）
※オンライン申請の場合は、上記書類の画像等を専用サイトにアップロードしていただきます。

４ その他
・参集にあたっては、ご自身やご家族の安全を最優先してください。
・年２回程度実施している医療救護所訓練に見学・参加することができます。
・ご登録いただいた方には「登録者カード」を発行します。
災害時に持参することで速やかな医療従事が可能です。

・災害時に医療救護活動をした場合は、手当の支給やケガの補償等があります。
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制度の名称

練馬区医療救護所医療従事スタッフ登録制度

募集概要

医療救護所配置図

和光市

谷原4-10-5
光が丘2-1-1

春日町2-14-22

桜台3-28-1

旭丘2-40-1

貫井2-14-13

高野台1-8-34
関町南3-10-3

東大泉6-28-1

西大泉3-19-27

▲オンライン申請用サイト
二次元バーコード


